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B62 鉄道以外の路面車両 

B62B 手動推進車両，例．ハンドカートまた
は乳母車；そり（畜力駆動に特徴のあるも
のＢ６２Ｃ；運転者または原動機による駆動Ｂ

６２Ｍ） 

注 

このサブクラスにおいては，下記の用語または表現は以下に示

す意味で用いる： 

―“ハンドカート”は，ハンドカートに特徴のあるかぎり手動

推進車輪付装置も含み，またハンドカートに特徴のあるかぎり

歩行制御動力駆動車両も含む； 

―“ローラ”は，車輪と同等である。 

サブクラス内の索引 

ハンドカート 

1 軸をもつもの;2 軸以上をもつもの ............ 1/00;3/00 

細部およびアクセサリー;氷上または雪上走行滑走部

 .......................................... 5/00;19/00 

子供用乗物,乳母車 ........................... 7/00,9/00 

そり 

滑走部をもつもの;他の型 ................... 13/00;15/00 

細部およびアクセサリー .......................... 17/00 

他の手動推進車両 ................................ 11/00 

ハンドカート 

1/00 １輪またはそれ以上の走行車輪を支持する

ため単一軸をもつハンドカート；それらの

ための装置 

1/02 ・車輪軸が積載部とハンドル間に配置され

るもの 

1/04 ・・調節可能，折りたたみ可能，取付可能，

着脱自在または変更可能な部分を含むも

の 

1/06 ・・運ばれるものを適当な場所につかむか

または取り付けるための手段を含むも

の；荷積みまたは荷おろし装置 

1/08 ・・荷積みまたは荷おろし時に用いられる

補助車輪をもつもの 

1/10 ・荷重が全部車輪に伝達されるもの 

1/12 ・・調節可能，折りたたみ可能，取付可能，

着脱可能または変更可能な部分を含むも

の 

1/14 ・・運ばれるものを適当な場所につかむか

または取り付けるための手段を含むも

の；荷積みまたは荷おろし装置 

1/16 ・・傾斜可能にとりつけられるコンテナを

含むもの 

1/18 ・積載部が車輪軸とハンドルとの間に配置

されるもの，例．ねこ車 

1/20 ・・折りたたみ可能，取付可能，着脱可能

または変更可能な部分を含むもの 

1/22 ・・運ばれるものを適当な場所につかむか

または取り付けるための手段を含むも

の；荷積みあるいは荷おろし装置 

1/24 ・・傾斜可能に取り付けられるコンテナー

を含むもの 

1/26 ・特に特定形態のものに用いられる支持部

を特徴とするもの 

3/00 複数個の走行車輪を支持する２軸以上をも

つハンドカート；それらのための操向装

置；それらのための装置 

3/02 ・調節可能，折りたたみ可能，取付け可能，

着脱可能または変更可能な部分を含むも

の（Ｂ６２Ｂ３／１４が優先）［６］ 

3/04 ・運ばれるものを適当な場所につかむか，

またはとりつけるための手段を含むも

の；荷物取り扱い装置 

3/06 ・・地上から荷物を単に離すためのもの，

例．ローリフトトラック（大量のまたは

重い荷物を積み降ろしする場合に用いる

昇降装置で，車輪または類似のものによ

って動かせるもの，例．フォークリフト

トラック，Ｂ６６Ｆ９／０６） 

3/065 ・・・液圧を利用したリフト手段を有する

もの［６］ 

3/08 ・傾斜可能にとりつけられるコンテナーを

含むもの（Ｂ６２Ｂ３／１４が優先）［６］ 

3/10 ・特に特定形態のものに用いられる支持部

を特徴とするもの 

3/12 ・三車輪構造を特徴とするもの（Ｂ６２Ｂ

３／１４が優先）［６］ 

3/14 ・入れ子式または積み重ねるための設備を

特徴とするもの，例．買物用手押車［６］ 

3/16 ・・垂直に積み重ねできるもの［６］ 

3/18 ・・揺動する積荷支持体または積荷支持部

分により入れ子にできるもの，例．バス

ケット［６］ 

5/00 特にハンドカートに用いられるアクセサリ

ーまたは細部（Ｂ６２Ｂ９／００が優先；

車輪，車軸，車両用車軸受Ｂ６０Ｂ；車両

用キャスター，キャスター一般Ｂ６０Ｂ３

３／００） 

5/02 ・階段を上り下りするもの（病人または身

体障害者に特に適したいすまたは個人輸

送手段Ａ６１Ｇ５／００） 

5/04 ・制動機構；移動止め装置 

5/06 ・手動装置，例．ハンドル棒（サイクル用

Ｂ６２Ｋ１１／１４，Ｂ６２Ｋ２１／１

２） 

5/08 ・子供用座席（Ｂ６２Ｂ３／１４が優先）

［６］ 

子供用運搬車；乳母車 

7/00 子供用運搬車；乳母車，例．人形乳母車 

7/02 ・単一車軸をもつもの 
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7/04 ・２車軸以上をもつもの；そのための操向

装置 

7/06 ・・折りたたみできるもの 

7/08 ・・・車輪軸の方向に，または車輪軸に直

角に折りたたみできるもの 

7/10 ・・・車輪支持部に車体を折り込むことに

よって折りたたみできるもの，または箱

型車体に突出部分を引き込ませて折りた

たみできるもの 

7/12 ・・変更できるもの，例．子供用家具また

は玩具に変更できるもの（子供用椅子を

手押椅子に変更できるものＡ４７Ｄ１／

０６） 

7/14 ・・取り外しまたは回転できるように取り

付けられた車体をもつもの 

9/00 特に子供用乗物または乳母車に用いられる

アクセサリーあるいは細部（雪上を走行す

るものに用いられるものＢ６２Ｂ１９／０

０） 

9/02 ・階段を上り下りするために用いられるも

の 

9/04 ・・滑走部をもつもの，例．そり滑走部 

9/06 ・・スパイダまたはこれに類するものをも

つもの 

9/08 ・制動機構；移動止め装置 

9/10 ・乳母車車体；その装置（折りたたみでき

るものＢ６２Ｂ７／０６；変更できるも

のＢ６２Ｂ７／１２） 

9/12 ・・調節，取り付け，または取りはずしで

きる部分を含むもの 

9/14 ・・フード；天幕；キャットネット 

9/16 ・車輪のどろよけまたは保護装置 

9/18 ・車体の弾性懸架装置 

9/20 ・ハンドル棒；ハンドル 

9/22 ・揺動または振動装置 

9/24 ・子供用安全保護装置，例．ハーネス（キ

ャットネットＢ６２Ｂ９／１４；子供を

誘導または支持する装置，例．安全引き

具Ａ４７Ｄ１３／０８） 

9/26 ・かばんまたは玩具の取付装置 

9/28 ・取りはずしできる補助シート 

 ―――――――――――――――― 

11/00 他に分類されない手動推進車両（車両の乗

手推進Ｂ６２Ｍ１／００，Ｂ６２Ｍ６／０

０） 

そり 

13/00 滑走部をもつそり（氷上船または帆走そり

Ｂ６２Ｂ１５／００） 

13/02 ・滑走部の配置に特徴のあるもの 

13/04 ・・一線に配置されたもの 

13/06 ・・二線以上の平行線に配置されたもの 

13/08 ・・・操向装置をもつもの 

13/10 ・・・・滑走部の旋回部分をもつもの；旋

回する中央滑走部をもつもの 

13/12 ・・・・傾斜または屈曲する滑走部をもつ

もの 

13/14 ・・・・制動装置と結合されるもの 

13/16 ・折りたたみできるそり 

13/18 ・どちらかを使用できる滑走部および車輪

をもつ車両 

15/00 他のそり，氷上船または帆走そり［２０２

０．０１］ 

注 

このグループに分類するとき，海洋風力推進に適した帆または

索具の詳細はサブクラスＢ６３Ｈの関連グループ，例． グル

ープＢ６３Ｈ８／００，Ｂ６３Ｈ９／０４にも分類される。 

 ―――――――――――――――― 

17/00 そりのアクセサリーまたは細部 

17/02 ・滑走部（車両車輪に取り付けあるいは取

り代えできるものＢ６２Ｂ１９／００） 

17/04 ・・弾性的に支持されるもの 

17/06 ・上部構造；そのための取付装置 

17/08 ・制動装置 

19/00 氷上または雪上の走行を容易にするための

車輪付車両支持用滑走部 

19/02 ・車輪に取り付けできるもの 

19/04 ・車輪と取り代えるもの 

 


